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プエルトリコにおけるステイタス問題の発生

一米国支配の成立過程についての試論一

阿部小椋

はじめに

　本稿の課題は，米国支配下に編入されてから1930年代頃までのプエルトリコ

における米国の支配体系の変遷を，様々な角度から考察することである。

　フエルトりコの支配は世紀転換期に起こった植民地の独立戦争のさなかに旧

宗主国スペインからアメリカ合州国へと移行した。これに伴って発生したのが，

米国との政治的関係をどの様に規定するかという「ステイタス問題」であ孔

しかし1898年時点で独立するか否かという「独立をめぐる問題」から，現代の

それは性格を異にしている。すなわち，現代のプエルトリコにおける問題性は，

「独立」か，「州」か，現状の「自由連合川」かという，鼎立する選択肢が存在

することに起因しているからである。本稿の射程はステイタスが「問題」とし

て可視化する20世紀前半に広くスパンを取り，また，30年代までを対象に考察

する。なぜなら30年代半ばからのニューディールの到来，40年の，現在に至る

ステイタスの原動力となった政権の登場は，発生したステイタス問題に対処す

る大きな転換点として，別途論じる必要があるからである。〕。また宗主国＝植

民地関係を規定する法的変遷にとどまらないプ米関係のあり方について，様々

な局面で考察する必要があるだろう。ここでは，以下の三点に絞って議論の整

理を試みる。

　まず第一に，米国の支配体系の制度的変化，法的な変化の過程について，主

として米国サイドからの検討を行う。ここでは，同時期に併合されたフィリピ

ン，ハワイとは，最初から異なる性格の領土として認識されていたことが重要

であ孔プエルトリコについて，その後に続く政治的・経済的支配があらかじ

め企図されていたかの様な論調による批判に対しては，慎重にならざるを得な
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いのである（！〕。米国の帝国主義を一枚岩的に捉えることで，米国内部の相違

や対立を見落としてしまう危険性をはらむからである。

　次に，そのような支配に対して，島の政治家層はどの様に反応したのか，フ

エルトりコサイドの政治的な変遷をたどる。ここではプエルトリコにおける自

治主義の萌芽を，30年代までの時点から探ることができよう。

　三点目として挙げられるのが，米国のいわゆる「経済支配」の問題である。

従来から，島の貧困の原因として砂糖モノカルチャー化が批判の焦点とされて

きた。しかしここでは，「それがステイタス問題の発生にいカ）に影響したか」

という観点にたって，経済構造の変化がもたらす影響を考察する〔ヨ〕。

　また本稿ではプエルトリコのナショナリスト運動について詳しく扱われてい

ない点を，あらかじめここで述べておく（4）。

第一節　米国支配のがたち

　1898年6月，プエルトリコは米軍により占領された。その直前の1897年，旧

宗主国スペインより自治権を獲得し，自治政府がようやく胎動した矢先の軍事

占領であった。これはキューバ，フィリピンのスペインからの独立革命にアメ

リカ合州国が干渉した「スペイン・キューバ・フィリピン・アメリカ戦争」の

中で起こった（ミ）。この，植民地の独立戦争と，米国の帝国主義的領土拡張の

狭間にあって，スペインからの自治権賦与を受容し，米軍の占領を歓迎したプ

エルトリコのあり方自体が，既に95年時点で共和国臨時政府を形成していたキュー

バ，米軍に対しても反植民地闘争を展開したフィリピンの「民族主義」とは異

なる色彩を持つものであった。米国側の統治姿勢が，当初から独立を想定した

フィリピン，キューバとは異なる一因もここにある。プエルトリコ領有に対し

ては米国側でも，併合なのか独立までの保護管轄なのか，明確な判断を持たな

かった。

　1898年7月25日，カリブ海に面したグアニカ湾から上陸した米軍は，8月12

日には休戦合意に漕ぎ着け，8月18日米軍将校の軍令官による軍政府を樹立し

た。占領に当たり指揮官を務めたネルソン・マイルズ将軍（Ne1son　A．Mi1es）

は，7月28日，以下のよ・うに宣言している。
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　「プエルトリコ住民へ。

　スペイン王権に対する戦争の遂行において，合州国人民は，自由・正義・

人道的根拠に触発されて，プエルトリコ島を占領する軍隊を派遣してきた。

我々はこの地を自由の旗で覆い，我々とあなた方の敵を追撃するという誇

るべき目的に鼓吹されて来た。…我々はあなた方に自由な市民の国家を守

るための手段を提供する。その力は本来，正義と人道の原則の下にある。

それ故，この占領によります，これまで強要されてきた政治関係からのプ

エルトリコの解放がもたらされ，また，合衆国政府はプエルトリコが熱意

を持って受け入れてくれると信じている。アメリカ軍の辛目的はスペイン

軍政の終焉と，この美しい島の人々に，軍の支配に代わるであろう偉夫な

る自由な施策を与えることにある。我々はこの地の人々と戦いに来たので

はない。数世紀に亙る抑圧の犠牲者であったあなた方と，その財産を守り，

繁栄を促し，我々の自由な政府機関が付与する権利と利益を保障するため

に来たのである。…これは破壊のための戦争ではない。…」㈹

　過去にシティング・ブルの謀殺，ウンデッド・二一の虐殺などネイティヴ・

アメリカンの虐殺によって「功績」を挙げた経歴を持つ（7〕マイルズは，この

とき，島の人々の好意的な反応，特にスペイン植民地権力に対抗するクリオー

ジョ勢力の熱狂的な歓迎に遭遇している。遠い宗主国に対して自治権要求を行っ

てきたプエルトリコの自治主義者達にとって，近くのアメリカ合州国は自由と

独立の象徴的存在であり，米軍の上陸は期待と歓迎を持って平和裡に受け入れ

られたのである（且）。しかしマイルズの宣言は空疎なものであり，翌日には軍

政府への服従が住民への宣言が出され，フエルトりコは米国軍政府の占領下に

おかれた。そして1898年12月10日には「パリ条約（Treaty　of　Paris／Tratado

de　Paris）」が調印され，この講和条約で，スペインはプエルトリコを米国に

移譲した。

　この戦争以前に，カリブ海の島娯との貿易について関心を寄せた国務長官ヘ

ンリー・クレイ（Henry　C1ay）などを除くと，フエルトリコヘの積極的な進

出意図を読みとることはできない（；〕。海軍基地としてのプエルトリコに注目

したのがマハン（A．T．Mahan）将軍であった。マハンは戦争中になって徐々

にプエルトリコの戦略的重要性を意識し始め，占領後になって「カリブ海のマ
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ルタ島」というアナロジーで，パナマ運河をはじめとする重要拠点の要衝とし

てプエルトリコを位置づけたのである（’凹。これに対し米国の市場として注目

され，資本進出が顕著になるのは，後述するように占領以降のことである。

　一方この時期，世紀転換期の米国には，「白人の責務（White　Man’s　burden）」

観に代表されるような植民地主義と同時に，その膨張主義を批判する「反帝国

主義連盟（Anti－Imperia1ist　League）」が各方面で活発に発言していたことも

想起する必要があろう。1899年1月30日，合州国上院へ宛てたパリ条約反対の

文書には，膨張主義への批判，フィリピン，プエルトリコの独立を要求する内

容で，そこにはカーネギー（Andrew　Carnegie）や，クリーヴランド（Grover

Cユeveland），ゴンパース（Samue1Gompers）などが名を連ねていた（n〕。この

様に米国自体も内部に意見の対立をはらみながら，プエルトリコをめぐる支配

は，徐々に形成されていった。

　1900年4月12日，「暫定的（temporari1y）」措置として民政へ移管するため，

最初のプエルトリコ組織法が成立した。いわゆる「フォレイカー法（An　Act

temporari1y　to　provide　rθvenues　and　civi1government　for　Porto　Rico，

and　for　other　purposes／Foraker　Act）」である〔’呈〕。人権宣言を含まないこ

のフォレイカー法の下に，スペイン市民権を喪失した後の法的地位の言及のな

い，曖昧な「プエルトリコ人民」が生まれた。

　フォレイカー法では，植民地総督に代わって米国大統領による知事指名のほ

か，プエルトリコ最高裁判事，警察長官，教育長官などの要職が，米国大統領

による任命とされた。また，立法府下院（35名）と市長は民選となったが，大

統領任命による11名（うち5名はプエルトリコ現地人）の行政評議会（Ex－

ecutive　Counciユ）が設置され，行政府と立法府の上院を兼ねた。このほか，

フエルトりコの利益を代弁するため，合州国連邦議会へは常駐代表（Resident

Commissi㎝er）が選出されたが，下院での発言が認められるのみで議決権は

なかった。本国政治への参政権を認めず，島政治においても三権が分立せず，

ステイタスの明確な方向付けもない統治の起点となったのである。

　その後，1917年3月2日，上記の組織法の改訂として「ジョーンズ法（An

Act　to　provide　a　civi1govemment　for　Porto　Rico，and　for　other　purposes

／Jones　Act）」が成立した。ここでは立法府として上・下院の民選（19名の

上院議員）が規定されるなど，島政治についての変更が加えられた。重要なの
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は，プエルトリコ住民が「米国市民」とされた点である。これにより島の人々

は，米国のパスポートを持ち，兵役の義務を負う一方で，連邦議会への参政権

を持たない「セカンド・クラス」の市民権を持っプエルトリコ人民となったの

である。

　この様な基本法の性格が，米国内部に出現した新しい市民の規定について，

それがどの様な意味を持つのか，解釈の余地を残す結果となった。そしてこの

解釈を与えていったのは，米国連邦最高裁による島喚関連訴訟の判例（InSu1ar

CaSeS）であった。

　1901年の最初の島喚判例「デ・リマ対ビドゥウェル判決（De　Lima　v．Bid－

we11，182U．S．1，工90ユ）」におけるブラウン判事（Henry　Bi11ings　Brown）

の見解も，「ダウンズ対ビドゥウェル判決（Downes　v．Bidweユ1，182U．S．245．

190／）」におけるホワイト判事（Edward　Doug1as　White）の見解も，プエル

トリコは合州国に領有されているが，併合されておらず，単に属しているだけ

であるという点で共通していた。190／年の段階では，人権宣言も市民権の規定

も不在のフォレイカー法の下で，合州国内と同等の法的平等はプエルトリコに

は保障されないというのが，連邦最高裁の判断であった・プエルトリコは，連

邦州化が見込まれるハワイや，独立へ向かうフィリピンとは異なる「併合され

ない領土（un－incorporated　territory）」という解釈が，このとき成立したの

である（ユ宮〕。

　この当時の連邦最高裁の保守的な態度を理解するには，直前の1896年に行わ

れた「プレッシー対ファーガソン判決（P1essy　v．Ferguson，167U．S．537．

1896）」に見られる人種観も念頭におくべきであろう。上言己のブラウン判事，

ホワイト判事など，ルイジアナ州の「ジム・クロウ」制度に対し「分離すれど

も平等」とした判事の多くが，この「併合されない領土」という島喚判例にも

関与していた。また，ルイジアナ州出身のホワイト判事は，1890年上院議員時

代にはルイジアナ砂糖権益を保護するための保護関税主義者として有名で，ハ

ワイの併合にも反対していた。またブリュワー判事（David　J．Brewer），フ

ラー判事（Me1vi11e　Weston　Fu！1er）は反帝国主義を支持していた。4〕。

　有色人を排除する人種主義と，米国の膨張政策を批判する反帝国主義は，こ

の様な形で不可分に結びついていたといえよう。そこでは「人種，宗教，習慣

の異なる島がアングロサクソンの合州国の一員となるのは不可能」という感性
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が働いていたのである（15）。

　ところが，その後1917年のジョーンズ法による合州国市民権賦与を経ても，

この解釈に変更が加えられなかった。192ユ年5月他界したホワイトの後を引き

継いで最高裁首席判事となったのは，フィリピン総督を経て大統領を経験した

タフト判事（Wi11iamHowardTaft）であった。彼は「バルザック判決

（Peop1e　of　Puerto　Rico　v．Ba1zac，258U．S1298．1922）」において，ジョー

ンズ法がプエルトリコに市民権と人権宣言を認めていても，それは連邦議会が

プエルトリコを併合する意図があったということにはならないとして，合州国

憲法修正第6条の刑事裁判に関する権利の保障を認めなかった。市民権があり

ながら，「併合されていない」から平等ではないという結論を踏襲したのであ

るω。この様な島喚判決が，もうひとつの米国によるプエルトリコのステイ

タス定義を形成した。注目すべきは，最高裁の判断が，1917年の市民権賦与に

も関わらず，変わらなかったということであろう。合州国における市民権の差

別化が，解釈によってこの様にして定義されたのである。

　さてこの間，連邦政府内部でのプエルトリコの管轄機関は，フォレイカー法

による民政への移管にもかかわらず，陸軍省（War　Depar七ment）内の「島

喚局（Bureau　of　Insu1ar　Affairs：BIA）」の下にあった。この事実が，プエ

ルトリコに対する米国の民主的施策に対する障壁となっていった。変更が加え

られたのは，ローズヴェルト（F．D．Rooseve1t）大統領の民主党政権になって

からのことで，1934年7月28日，大統領の行政命令6726号により，ハワイ，ア

ラスカ，ヴァージン諸島と共に内務省に設置された「領土及び島腰領局

（Division　of　Territories　and　Insu1ar　Possessions）」へ移管された（’7〕。

　一方，連邦上院議会における島喚問題担当委員会は，まず1899年12月15日

「太平洋島瞑ならびにプエルトリコ委員会（Committee　on　Pacific　Is1ands

and　Puerto　Rico）」が成立しハワイ，プエルトリコに関する立法を担当した。

これは1920年2月5日ヴァージン諸島の加入で名称を「太平洋高峻，プエルト

リコならびにU．S．ヴァージン諸島委員会」と変更したが，1899年12月15日に設

置された「フィリピン委員会（Committee　on　the　Phi1ippines）」との合併の

結果，1921年4月18日終結された。これを受けて1921年4月18日に設立された

のが「領土ならびに島喚領委員会（Committee　on　Territories　and　Insu1ar

Possessions）」で，1929年6月17日に名称を変更して「領土ならびに島喚問題
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委員会（Commit七ee　on　Territories　and　Insular　Affairs）」となった。プエ

ルトリコは連邦議会における参政権を持たなかったため，ステイタスの変更に

関する法案提出には，この上院の領土ならびに島喚問題委員会が中心的な役割

を担っていた。1922年の「キャンベル法案（A　Bin　crθati㎎a”dominion”

re1ationship）」や，1936年「タイディングス独立法案」が提出されている。

中でも後者はプエルトリコ政界に動揺を与えた法案提出として注目される。米

国人要人暗殺事件などのナショナリストの反米闘争への牽制を目的としたタイ

ディングス独立法案は，「独立」についてのイニシアティヴを島民に与えると

いう一見民主的なポーズによって，プエルトリコ世論の沈静化を図ろうとする

ものであった㈹。この法案を一つの契機として，島政界に大きな変化が訪れ

るのは1940年のプエルトリコにおける親米政権の誕生以降となる。日〕。

第二節　島の政治状況：自治主義の系譜

　1900年当時，米国支配を歓迎したプエルトリコ政界は，当初から親米的な勢

力が二大派閥を成してい㍍保守主義の流れとしてホセ・セルン・バルボサ

（JosεCe1so　Barbosa）は，米国製糖業との結びつきを深め，米国の保守政党

にあやかって「プエルトリコ共和党（Partido　Repub1icano　Puertorriqu前。）」

を結成した。これに対し，1898年の自治政府設立の中心人物でもあったルイス・

ムニョス・リベラ（Luis　Mu五〇z　Rivera）は「プエルトリコ連合党（Partido

Uni6n　de　Puerto　Rico）」を結成し，1904年以来，島議会（民選による下院）

の多数派を掌握した（加〕。

　政党間にはステイタス問題での厳格な境界線を引くことはできないが，共和

党と連合党はそれぞれ，「連邦加入」，「自治」から「独立」を政党の綱領に掲

げていた。連合党内部には先のムニョス・リペラとともに中核を成すホセ・デ・

ディエゴ（Josεde　Diego）がおり，まずは，自治権獲得を目標としてジョーン

ズ法による米国市民権賦与を受容しようとしたムニョス・リベラに対し，デ・

ディエゴは，独立が唯一の選択肢であるとして連邦党より分裂し，分離独立を

標榜する「独立党（Partido　Independ㎝tista）」を形成するに至った（ヨ’）。連

邦議会の常駐代表としてムニョス・リベラは，1916年5月5日の下院議会で以

下のように語っている。
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　「1898年10月18日，この偉大なる共和国の旗がサンファンの要塞の上に

翻ったとき，もし誰か，自由の地アメリカ合州国は，プエルトリコ人民に

よる，人民のための，人民の政府づくりの権限を否定しようとしていると

言う者があっても，我が人民は，そのような狂気の沙汰を信じようとはし

なかったでしょう。プエルトリコ人は当時，充分な自治政府体制のもとに

あったのです。

　・みなさん，自由な祖国で，自分たち自身の法と体制と旗を持つ市民で

あるみなさんには，この小さく孤独な島の人々の不幸をご理解いただける

でしょう。この人々は，あなた方の権威による法を待たねばならず，自ら

の意志決定による機関を持たず，家族の住む家や先祖の墓を覆うための国

旗を持つ誇りもないのです。

我々が望む経験の場を，いま与えて下さい。そうすれば，可能な限りす

べての権益のための，可能な限りすべての保証をもって，安定した共和国

政府を構築するのは，我々にも容易いということをみなさんにお見せでき

るでしょう。そして，その後，キューバやパナマに見られる，そして将来

のフィリピンに見られるであろうような共和国が，プエルトリコにもある

という確信を持つようになった，そのあかつきには，我々に独立を与えて

下さい。そうすれば，あなた方は最も偉大なる人道主義に名を馳せるでしょ

う。ギリシャや□一マ，イギリスさえもなし得なかった，新しい国民の偉

大なる創設者，抑圧された人民の偉大なる解放者となるのです。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（喝采）（”〕

　ムニョス・リベラをはじめとする自治派が想起したのは，「米国支配体制の

もとでの自治政府」であった。即時独立を強行せず，米国市民権と自治政府を

要求することで，米国との対立を回避しづつ，プエルトリコの自決権を反映で

きる政府，それはスペインから世紀末に獲得していた自治政府の段階でもあっ

た。また，その先には独立の可能性が示唆されていることも看過できない。

　その後，ムニョス・リベラ（1916年），デ・ディエゴ（1918年），バルボサ

（1921年）が相次いで死去すると，フエルトりコ政界は政権獲得のための離合

集散と，新たに社会党の参入により，新しい局面を迎えた。サンティアゴ・イ

グレシアス（Santiago　Igresias　Pantin）は，スペインのガリシア地方出身で
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米軍占領の数年前に来島し，プエルトリコでの労働運動の組織化を試みていた。

米国支配以後は，一時渡米し，1901年に米国労働総同盟（American　Federa－

tion　of　Labor：AFL）のプエルトリコにおけるオーガナイザーに任命される

など，サミュエル・ゴンパースをはじめとする米国の労働組合との関係を深め

た。彼は1915年「フエルトりコ社会党（Partido　Socia！ista　Puertorrique五〇）」

を結成し，米国と平等なレベルの労働条件を求めてr連邦加入」を支持した。

　このプエルトリコにおける最初の革新勢力の台頭に，ムニョス・リベラの後

継者アントニオ・バルセロ（Antonio　Barcθ！6）は，／922年独立派を排除し，

ユ924年共和党のホセ・トウス・ソト（（JosεTous　Soto）と「アリアンサ（同

盟の意味）（Aユianza　Puertorriqueio）」を結成し，議会での多数派工作を行っ

た。自治主義と社会党への対抗において合意をはかったのである。これに反発

した共和党のラファエル・マルティネス・ナダル（RafaeユMartinez　Nadal）

は「真正共和党（Partido　Repub1icam　Puro）」を結成し，こちらは社会党と，

連邦加人について合意し，「コアリシオン（連合の意味）（Coahcion）」となっ

た。アリアンサは1924年選挙で64％の票を獲得し，連合党は多数派を維持した

が，1928年には52％と支持率を下げ，逆にコアリシオンが勢力を伸張した。

　このように，19世紀末にはスペインからの自治を受容したプエルトリコは，

米国支配の在り方に対しては，合州国連邦の一州となることを望む「連邦加入

派（Estadista）」と，即時に分離独立を求める「独立派（Independentista）」

に分かれたが，米国からの市民権賦与を契機に，まずは自治権の獲得を最優先

とする「自治派（Autonomista）」という三つ目の潮流が明確化したのである。

自治主義の存在はその後に亙り，独立派を吸収する反面，急進的反米主義を掲

げる即時独立派を解体することにな孔また，プエルトリコにおける「連邦加

入派」の皮肉な状況は，共和党がその党名をかりた合州国の共和党が，保守的，

人種主義的色彩から合州国領土の併合に反対の立場を採っていたこと，そして

社会党が連携したゴンパースが，反帝国主義の立場から合州国領土の併合反対・

独立支持であったことだと言えよう。

　米国支配下での「併合されない領土」という曖昧なステイタスによって，プ

エルトリコには「我々は合州国の一部であってそうではない。我々は外国であっ

てそうではない。我々は合州国市民であってそうではない」という心情を抱き

続けることになった。しかしそのような中で，島の政治家層は，表面的なステ
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イダスの議論と政権獲得に終始し，米国政府に対し積極的な改革を求める姿勢

が見られなかった。

　米国大統領による知事指名は，フエルトりコの実状とは全く関係のないとこ

ろで行われ続け㍍知事のポストは，所轄機関である陸軍省の退役将校の名誉

職として考えられていたに過ぎず，島の実状に無知な知事の任命は，プエルト

リコ政治が持つ構造的問題の要因となっていた。ただし，ジョーンズ法以来，

知事はプエルトリコ上院の助言と同意を得て，内閣指名を行うこととされてい

た。事実上，議会における多数派が政府をコントロールすることが可能であっ

た。島内政治に無関心な知事は，旨味の大きい経済的利害と結びっきやすく，

また，任期中に平穏無事であることを期待して，多数派政党と手を組む傾向に

あった。知事による公職指名は，上・中級官吏にまで及び，多数派議席獲得が

官職任免を左右する猟官制が一般化した。また，公職の返礼として給与の数パー

セントを支持政党へ貢納する「クオータ・システム」の慣例で，多数派政党に

は大きな利益が保証された（ヨ3〕。

　また政治家の多くは，島へ進出した米国資本の資金源に支えられていた。バ

ルセロもソトも，米国系の砂糖会社とのっながりをもっていた。後述する糖業

への資本流入に際して無防備な状態が続いたのである。その典型的な事例が

「500クエルダス法」である。

　500クエルダス（ユクエルダ＝O．97ユ2工一力一）以上の土地所有を禁じること

を目的としたこの法律は，フォレイカー法の中で規定されていた㈱。しかし

会社による所有を制限する一方で，個人所有については言及されないなど，殆

ど実効性のない法律として死文化も同然の状態であった。島の政治家からはこ

の法律の実施を検討する姿勢は見られず，後述するような大土地所有の進行に

対して，何ら有効な手だてとはなり得なかったのである（1ミ〕。1930年のプエル

トリコに関する調査報告書は，当時の政治状況について，以下のようにシニカ

ルにコメントを加えている。

　「彼ら［政党の指導者層］は自治獲得のための議論として，貧困層の嘆

かわしい状況について言及するが，どの様な政府の形態に関連してその様

な状況が生じるのかを明らかにしないのである。自治の議論は，部分的に

は地域のプライドに触発された感情的な政治的権利の要求に終始し，また，
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おそらく多少は，ワシントンからの脅威的な支配の背後には巨大な米国人

納税者の利害が控えているのだという結論に落ち着き先を見出したようで

もある」（珊〕。

第三節　経済の構造変化

　それでは，米国による「経済支配」はどの様に政治状況を規定していったの

だろうか。次に米国支配をめぐる経済構造の変化について考察する。世紀転換

期のプエルトリコは農業中心の産業構造であった。島の状況について合州国に

紹介した希少な研究の中で，米国人地理学者ロバート・ヒル（Robert　T．Hi11）

は，「プエルトリコは本質的には農民の土地で，西インド諸島のなかでも最も

耕作がすすんでいる。実際，この様に多角的に耕作されている島は他になく，

輸出用のコーヒーと砂糖の広大なプランテーションに加えて，住民が消費する

のに充分な食糧が生産されている。そのうえ，土地は大プランテーションによっ

て独占されておらず，殆どは小規模の独立農民の問で分割されている。畜産も

広く行われている」と述べている（帥。

　この様なプエルトリコ農村の状況は，ヒルの文献も参照されている1899年の

センサス・レポートからも伺い知ることができる。1899年の農場の所有率はキュー

バの28％に対して，プエルトリコは93％（盟〕，また全就業人口の62．8％，男性

だけで見ると73．3％が農業に従事していた。表1は1899年の就業構造をプエル

トリコ，キューバ，合州国の地域別に比較したものである。プエルトリコが同

時期の他の地域と比較しても，農業中心の産業構造であったことがわかる。

　食糧生産を行う自給自足的な島であったが，輸出品目として重要な位置を占

めたのはコーヒー，砂糖，タバコの三品目であった。全耕地面積中に占める割

合はそれぞれ，コーヒー41％，甘庶15％，タバコは1％であった（朋〕。表2に農

産物輸出額の推移を示す。19世紀後半，砂糖は187！年に輸出額の68．5％だっ

たが，1897年には21．6％に減少した。これに対して，コーヒーは17．6％から

59．7％に増加している（冊）。

　ところが，米国支配以後この傾向は逆転するのである。プエルトリコ産のコー

ヒーは19世紀末のヨーロッパで，その深く豊かな味わいが高く評価された，重

要な輸出商品であった。1881年のコーヒー輸出額の40％はヨ．一ロッパ向けに，
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43％がスペインとキューバヘ出荷されていた（畠D。しかし，支配体制の変更後，

米国はこれに変わる輸出市場を成さなかった。既にブラジルからの安価なコー

ヒーを輸入していた米国市場に，プエルトリコ産の割高なコーヒーの参入の機

会はなかった。また，「外国」となったスペイン，キューバヘの輸出には関税

がかけられるようになり，プエルトリコ産コーヒーのマーケットは縮小していっ

た。別の原因として1898年8月8日の「サン・シリアコ」ハリケーン，1928年

の「サン・フェリペ」ハリケーンという，二度の大きな天災も挙げられる。

1898年には収穫の8割，金額にして5～6百万ドルが被害を受け，コーヒー農

園の55～60％が破壊された。コーヒーの苗木は成熟に4～6年を要する。また，

苗木を覆う木陰をつくるための森林も必要となる。いったん破壊されたコーヒー

農園が次の収穫を期待できるまでの数年間を過ごす余裕のない，小規模自営農

民の多くが，土地を持たない農業労働者への没落を経験した。28年のハリケー

ンはこの傾向に一層拍車をかけたのである。その結果，1897年の輸出額の

59．7％を占めていたコーヒーは，1929年にはわずかO．6％にまで激減していた。

また，島のコーヒー生産地の人口は，海岸部の甘蘇生産地へと流出していっ

た〔朋〕。

　対照的に拡大を遂げたのが砂糖産業である。これはタバコ，縫製業など，米

国向け輸出を拡大した商品の中でも，最も米国資本の影響を受け，島の経済に

劇的な変化をもたらした例として注目され孔ただしその実態は，もっぱら米

国市場に特化した輸出，モノカルチャー化，大土地集中と不在地主制の進行に

よるものであった。

　表3は規模別農場数と面積の推移を示している。全体の1％未満の500クエ

ルダス（！cuerda＝O．9712acres）以上を所有する大農場が1935年までにその

数を減少させつつ平均面積を拡大していく一方で，99クエルダス以下の農場は

件数は増加するが平均面積を減少させている。大多数の零細農場と少数の大規

模農場との二極分解の様子が典型的に見て取れるのである。

　また表4は同じ時期を，自作農場（owner），管理農場（manager），借地農

場（tenant）の三つの所有形態別に農場数と規模の推移について比較したもの

である。米国支配以後の趨勢として，自作，隻の相対的減少と借地農の相対的増

加が見られる。一方，一件当たりの平均面積から，両者が縮小規模にあるのに

対して，管理農場の一件平均の面積は圧倒的規模で拡大している。管理農場は
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1920年から30年に数・面積ともに急増しており，平均面積を下げているのはこ

のためである。しかし，30年から40年の10年間で件数を減少させつつ平均面積

を拡大した。灌概や工作機械など農業技術の拡大期にあって，自作農の借地農

化，双方の零細化がすすむ一方で，管理農場，すなわち会社経営による少数の

大規模農場へと淘汰されていく傾向が，プエルトリコにおいては，米国支配以

降，糖業の拡大に伴って見られるようになったのである。

　農村の構造変化は海岸部の甘庶生産地区において顕著である。1935年のセン

サスによれば，全甘庶農場の7．5％の管理農場が甘庶農場面積の7割近くを保

有しており，一件当たりの平均規模は500クエルダスをはるかに上回る1033ク

エルダスとなっている（鋤。さらに詳細な資料によれば，1000クエルダス以上

を保有する66件の甘庶農場が，平均にして6620．4クエルダスという規模を持つ

ことが指摘されている（鋤。

　この大土地集中を助長したのは，強大な資本力を有する米国系の砂糖会社で

あった。すでに世紀転換期の糖業部門の世界的趨勢の中で，甘庶栽培（農業）

部門と製糖（工業）部門が分離し，周辺プランテーションの甘庶を集中的に製

糖するセントラルが出現していた。プエルトリコにおいては支配体制の交替を

契機として流入した米国資本が，現地のコーヒー産業を衰退させ，セントラル

中心の甘庶製糖業の再編を牽引したのである。ディエッがいみじくも指摘する

ように，「民族資本の萌芽は胎児の段階で流産し，資本主義生産関係は外国支

配のもとに開花したのである。

　20年代末から30年代へ向かってのこの様な経済状況は，糖業部門を支持基盤

としていた連邦加入派の共和党が島政治の勢力を拡大していったという島の政

界の状況とオーヴァーラップさせて見ることができよう。島における現地資本

を凌駕した米国系糖業資本の優位は，米国への併合，連邦州化を望む連邦加入

派の勢力拡大を牽引したのである（3日〕。

むすびに

　プエルトリコにおけるステイタス間題の発生を，その端緒である1898年に限

定せず，やや長い時期をとって考察してきた。これまでに明らかなように，プ

エルトリコにおけるステイタス問題は，その過程の中で，繰り返し定義され解

釈されながら，その「問題性」を露にしていったのである。そしてその問題性
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とはまさに，解釈によって定義される「曖昧な支配」の在り方に起因していた。

　1939年，「アメリカ市民自由連盟（American　Civi1Liberties　Union：ACLU）」

が作成した「アメリカの植民地における市民的自由（Civi1Liber七ies　in

AmericanColonies）」と題されたパンフレットは，「ユ934年，フィリピン独立

法が成立したため，プエルトリコは，その米国との関係において最もさしせまっ

た問題を提示している」と，「併合されていない領土」プエルトリコを最大の

問題として挙げている（3日〕。そしてパンフレットの言葉は，その先「あらゆる

政党は，独立か，連邦加入か，あるいは，より拡大された自治政府かを望んで

いるのである」と続けられている。ここで注目すべきは三つ目の選択肢として

あげられた「より拡大した自治政府」であろう。

　米国による軍事占領の結果，防衛の要衝としての重要性が増大し，経済構造

の転換により米国市場へ組み込まれる。この様な事実が，島嘆プエルトリコの

独立を困難にした要因であろう。しかし，米国側の「帝国主義」の内実が，領

土拡大を忌避する反帝国主義と，人種主義による平等の否定という植民地放棄

論を内包していたことが，曖昧で不確定な支配をプエルトリコにもたらした要

因として看過できないのである。
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表1　世紀転換期の就業構造比較（1899年）

地域
農林水産

、鉱業

プエルトリコ　62．8

キューバ　　　48，1

合州国　　　　3917

家内サー　手］二業・

ヴィス　　機械工業

20，5　　　8，4

22，8　　　　14，9

19，2　　　　22．4

［％］

貿易・中節

送

7，6

12，8

14．6

出典：U．S．War　Departm㎝t，Offi㏄DirectorCensusof　Porto　Rico，

沢eρo〃。〃肋e　Cω舳∫φ戸。〃。　R’co，∫899（Washi㎎t㎝：G．P－O一，1900），p－95、

表2　　プエルトリコにおける農産物輸出額の推移

輸出品　　　1871 王881　　　1897　　　1901 1911　　1921　　1929

砂糖　　　68．5％　28．9％　21．6％　54．9％　61．3％　64．5％

モラセス　　　　　　　　　　　　6．9％　l14％　1．2％

タバコ（葉・きざみ）　　　　　　　4．4％　3．9％　12．1％

シガー　　　　　　　　　　　　　　3．6％　I3．4％　7．2％

コ』ビー　　17．6％　54．5％　59．7％　19，5％　i2．5％　4．8％

輸出総額　100．O％1OO．O％1OO，O％lOO．O％100．0％lOO．O％

43．1％

　1．1％

一5．8％

　4．7％

　0．6％

l　OO．0％

L刮ird　W－Bergad，“Agrarian　History　of　Purerto　Rico，1870－1930，”

Loκ〃A〃一eれ。α刑Re∫‘αrcゐRe凶ew，13＿3．1978，pp．65－69＝

Victor　S－Clark，Po吻肋。伽〃加戸roあ1舳』（Washi㎎t㎝D－C．＝

The　Brookings　Institution，1930），pp．606－607より作成。



幽I腿数と面租の推移 1920－1940
農場規模 1920 1930 1935 1940

一　I　I　－　I　．　I　’　’　一　一　I　一　一　I　一　一　I　．　I　’　I　I　’　．　一　一　．　． 一　I　’　一　I　I　．　一　I　’　’　‘　I　一　一　．　．　．　’　一　一　I　I　I　I　’　一　’　I 一　一　一　一　一　．　．　．　一　I　．　．　．　．　I　I　’　．　I　I　．　I　’　I　’．　一　’　’ I　I　I’’一一’I’’．’’一I　I　I’’’I　I’I　I．I　I　I

一 一

総計 41．078 2，022．404 49．2 52，旦筍5 1，979．474 37．4 ；2，790 1，913，047 36．2 5S．S19 1，呂筥∫．目74 ヨ4，o

（100一脳〕 （100一〔胱） ｛100．O号も〕 （r　oo．o号自〕 （100．O号も〕 （100．O胱〕 （l　OO．O％〕 く10αO号も〕

I　’　．　I　I　．　．　I　’　’　一　一　I　I　I　I 一　．　’　’　一　一　一　I　I　I　．　．　I　I　I　’　’　’　’　一　I　．　．　一　I　I　．　．　’ I　　I　　I　　I　　I　．　　I　　I　　．　　．　　．　　I　　I　　’　　’　　I　　一　　一　　」　　I　　一　　一　　一　　一　　．　　．　　．　　一　　I I　’　I　’　’　一　’　’　’　I　．　■　一　一　．　．　．　一　一　．　一　一　一　．　．　一　一　I　I ．一一．．一．一一I．．一．．一．一一一’一一’一I’一一

99クエルタス以下 ヨ7－562 705，414 18．3 4宮一73ヨ 770，111 ／5．5 49．呂。o 744，5石1 15．O 52，4ヨ3 ア71，051 14．7

｛91．悩） 〔34．9％） ｛9ヨー蝪〕 ｛3目．9％〕 （94．3％〕 （ヨ畠一蝪〕 ｛94．4％〕 （40。蝋）

100－174 1、筍39 209．541 127．8 1．570 201，92壇 「28、信 1．488 189，190 127．1 1．504 191．局78 127．4

（4．〔胱〕 （1O．脇） （3．σ托〕 （l　o．脳〕 ｛2．脳〕 ｛9．9％） ｛2，7％〕 〔10．2％）

175－259 72ヨ 直74 143■88そ 213．5 島5目 137，662 209．9 646 1ヨ5，56B 209．9

（1．冨％〕 390．959 277．7 （r．3％） （7．ヨ％〕 （1．脇〕 （7．2％〕 （1．2％〕 ｛7．脇〕

260－499 高85 ｛10、ヨ％〕 5目1 196，061 ヨ37．5 511 178．17店 ヨ43．7 594 206，789 348，1

｛17％〕 ｛1．1％〕 19．9％〕 〔1．OO毛） （9．3％〕 ｛1．1％〕 ｛11．脇〕

500クエルダス以上 伯9 71E，490 1，527．7 367 667，490 r．818．8 ヨ35 663．458 1，980．5 342 530．7B8 1，698，2

1．1％ 35．一％ o．7％ 3ヨ．7％ o．o％ 34．7％ o，6％ 30．巳％

士1＾T’1。”r＿∩071フτ一十＿士1クエルダス＝O，9712工一カー

出典1uηi蛇dS1帥閉D印加丘m帥1of〔onlm肌直，目u祀阯。〔h仁〔・帖岨．

舳“刷＾⊂舳岨ψ加’舳苫バ1日1・・リ用．一W1・’山＾〃．〃舳■凸・川〃ljw・・〃〃＾

｛W囲hii岬D．C。＝Oo冊㎜En冊η一i咄O冊蜆．1州、p，1茄

O①

串
渦

表4　．所有形態別の農場数と面積； 1920－1940
数量 割合（％〕

1920 1930 1935 1940 1920 1930 1935 19側
農場数 全農蜴数 ．．±1．！9エ婁．．．． ．．巨三艶…．．． 52，790 55，519 100．0％ 100．O％ 100．0％ 100．O％

自作農場 36，407 43．101 40．今85 42，990 88，6％ 31．4％ 76．7％ 77．4％

管理農場 1，213 3，374 2，414 1，303 3．O％ 6．4％ 4．6％ 2．3％

3458 6490 9891 11226 8．4％ 12．3％ 18．7％ 20．2％

墨場面積 全員里園建． ．．；。P；三。｛P；．．．． 1，979，474 1，913，047 1，885，874 100．O％ 100．α光 100．O％ 100．O％

｛クエルダス〕 自作農場 1，485，206 1，166，97写 1．O02，511 1，072，144 73．4％ 59．O％ 52．4％ 56．9％

管理園場 351，335 676，760 708，293 573，699 17．4％ ヨ4．2％ 37．O％ 30．4％

借地農 185861 135738 202，243 240031 9．2％ 6．9％ 10．6％ 12，7％

二　　　一 4． 374＿＿＿蓮2 ．旦虻

（クエルダス〕 自作農場 40．8 27．1 24．8 24．9

管理農場 289．6 200．6 293．4 440，3

53．7 20，9 20，4 21．4

MM
蝋
描

｝口

出典1u汕EdSt刮e；映p且nEm㎝tofC㎝1m酊㏄，Bu∫削。FlhE⊂閉ミuミ、

∫h他刎片。酬』阯ψ伽u〃’〃∫伽壇j－9〃．・敏’ω〃血冊．乃π＾〃∫百M〃ρo冊伽』’o榊

〔W乱∫H日直10n　D．C．1Oo冊rnment　Phn－n罧O閉。唱，19棚〕，P，1乃。
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（注）

（1）拙稿「ヌエボ・トラト（eユNuevo　Trato）一プエルトリコにおけるニュー

　　ディール」『アメリカ研究」30号（1996年）参照。また，現在「『非独種

　　への道…プエルトリコにおける大衆民主党の成立」と題して論考を予定し

　　ている。

（2）矢下徳治「『北方の巨人」の影におおわれるフエルトリゴー＜もうび

　　とつの沖縄＞の民族解放闘争史一」，原広司ほか著「インディアスを＜

　　読む＞」現代企画室1984年。

（3）　この点に関して，小平直之の視点が示唆に富む。小平直之「「米西戦争」

　　と米国帝国主義」歴史学研究会［編〕南北アメリカの500年第4巻『危機と

　　改革』　（青木書店1993年）。

（4）　それはスペイン支配時代以来プエルトリコにおいてナショナリスト運動

　　が不在だったからでは，決してない。例えば1868年9月23日には，プエル

　　トリコ独立革命「ラレスの叫び」が起こっている。Oユga　Jimεnez　do

　　Wagenheim，P雌r亡。刑。o’8月ωoヱけ。r加加ρεη伽几。召’〃Gr｛亡。　dε

　　工αr召s（Princeton：Markus　Wiener　Pubhshing，ユ993）．また1897年

　　にはスペインから自治を獲得している。1898年は自治政府建設を準備する

　　矢先の米軍占領たつ㍍また，1937年3月27日には米国によるナショナリ

　　スト運動の弾圧事件「ポンセの虐殺」が起こった。

（5）小平「「米西戦争』と米国帝国主義」，28－48頁を参照。

（6）　Puerto　Rico　Federa1Affairs　Administration（PRFAA），Marcos

　　R．Lavandero，ed．，刀。c砒mε几ts　on亡加Co几s搬砒士｛o兀αエ五e工α士｛oπ一

　　s加ρo∫p雌r亡。刑。oαηd士んεσ兀加d戯α亡es（Washington，D．C．：

　　PRFAA，1988），pp．49－50．

（7）矢下「『北方の巨人』の影におおわれるプエルトリコ」，ユ41－142頁。

（8）　Arturo　Morales　Carriδn，P〃r士。刑。o’A　Po舳。αエα棚ωレ

　　ωrα王珊8土。rツ（New　York：W．W．Norton，1983），pp．129－136．

　　　直後に出されたセンサス・レポートにも現地のあらゆる階級の人々から，

　　一斉に熱狂的な歓迎をうけたとある。U．S．War　Department，五θρor士

　　○几肋e　Cεπ舳s　oρ一Por士〇五ico，∫899（Washington，G．P．O．，1900），p．19．

（9）　JorgθHeine　and　Juan　M．Garc王a－Passa1acqua，丁加P鵬r亡。

　　R｛cα几Q雌s亡｛on（New　York：Foreign　Pohcy　Association，1983），

　　PP．7－9．

（10）　Mora1es　Carri6n，〃εr士。〃。o，pp．133－！35．

（1ユ）　”Memorial　to　the　United　States　Senate　with　Rospect　to　the

　　Spanish　Treaty，30th　January，1899・”（N．p．，n．d．）．http：／／wob．

　　syr．edu／～fjzwick／ailtexts／ad013099・htm1．In　Jim　Zwick，ed．，

　　Anti－Imperia！ism　in　the　United　States，1898－1935．http＝／／web．
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　　syr．edu／～fjzwick／aiI98－35．htm1（De㏄mber1995）．

（ユ2）以下，プ米関係に関する諸法についてはPRFAA，刀㏄砒m刎sを参照。

（13）　Juan　R，Torrueユ1a，丁片2S砒ρrεmεCo砒r亡αηd　Puer士。　R｛co∫τんe

　　Doc士r｛几e　oゾ8草ραrα姥αηdσηθq砒α且（Rio　Piedras，P．R．：Editoria1

　　de1a　Universidad　de　Puerto　Rico，Primera　edicion，1985，Reim－

　　P・esi6n，ユ988），PP．40－84．

（14）　∫ら｛d．，pp，41＿43，f．n．

（ユ5）∫胴．，PP．52－53．

（ユ6）　乃〃．，pp．94－100；PRFAA，刀。c砒m例士s，pp．107－148．

（ユ7）　Thomas　Mathews，Pmr士。刑。αηPo胱｛c8α兀d士加Wθω一DeαZ

　　（Gainesvi11o：Univorsity　of　F1orida　Press，1960≡rept．ed．，New

　　York：Da　Capo　Press，1976），pp．171－173．

（18）　U．S．Congress，Coπg．五εc．，74th　Cong．，2d　Sess．，Apri！23．

　　1936，p．5925，S．4529；Harold　L－Ickes，丁加Secrε士〃αrツ。∫Hαroエd

　　L．∫c加8’τ加ハ刷〃。皿8αηd　Dαツ8．7933－36（New　York：Simon

　　＆Schuster，1953），pp．547－548；Frank　Otto　Gate11，　‘‘Indθpendence

　　Rejacted：Puerto　Rico　and　the　Tydings　Bi11　of1936，’’　τ加亙｛8一

　ρα加。λmθr｛cαπH｛s士。ricαエ五ω｛εω，vo1．38，（February1958），pp．

　　25－44．その後の政界の動揺から，新政権の誕生については別途論考を予定

　　している。

（19）その後の経過は以下の通りである。まず1947年8月5日「知事民選法

　　（Pub1ic　Law362，An　Act　to　ammend　the　Organic　Act　of　Puerto

　　Rico）」が成立し，プエルトリコ組織法の改正によるプエルトリコ矢口事の

　　民選化が決定，翌1948年11月の総選挙において初の民選知事が誕生した。

　　また，1950年7月3日，「公法600号Pub1ic　Law600，An　Act　to　provide

　　for　the　organization　of　a　constitutional　government　by　the　poople

　　ofPuorto　Rioo）」においてプエルトリコ自治法制定と組織法の改定が承

　　記され，プ米間関係は1950年7月3日の「プエルトリコ連邦関係法（The

　　PuertoRicanFedoralRelationsAct）」により規定された。これをも

　　とに作成された「プエルトリコ自由連合州法（自治憲法）（Constitucion

　　de1Estado　Libre　Asociado　de　Puerto　Rico／Constitution　of　the

　　Commonwea1th　of　Puorto　Rico）」は，プエルトリコ側の制憲会議と

　　住民投票，米国議会の承認の手続きを経て，最終的に1952年7月25日発布，

　　11月4日住民投票で承認された。プエルトリコは以後，現在に至るまでこ

　　の「自由連合川」というステイタスを維持している。

（20）　Fernando　Byr6n　Toro，亙工εcc｛o几esツpo胱｛cos　de　P砒召r亡。　R｛co

　　（Mayag｛oz，Puerto　Rico：Editoria口s1a，ユ977），pp．111－126；Henry

　　Welユs，丁加Moder几±2α亡±oηo∫p鵬r亡〇五｛co’A－Po胱｛cα王＆〃ツ。ゾ
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（21）

（22）

（23）

（24）

（25）

（26）

（27）

（28）

（29）

（30）

（31）

（32）

（33）

（34）

（35）

Cんαn8加gγαエ雌sαηd佃8亡｛舳±oη8（Cambridge，Massachusetts：

Harvard　Univorsity　Press，1969），pp．94一ユ08．

　Mora1es　Carrion，P雌r士。刑。o，pp．ユ87－201．

　　U．S．Congress，Co几g．月εc．，64th　Cong．，1st　Sess．，1916，pp．

7470－7473．Ka1Wagenheim　and　Olga　Jimenez　de　Wagonheim
（ods．），丁加P〃r亡。　R｛cα兀s’A　Documε崩αrツ∬±s士。rツ（New　York：

Plaeger，1973；rept．ed．，Map1ewood，N．J。＝Waterfront　Press，

1988），p．126．

　We11s，丁加Moder加2α士｛o几。ゾP雌r亡〇五1co，pp．108－111；Victor　S．

CIark，jPor亡。冊。oαηd伽一Pro6エθm8（Washington　D．C．：Tho

Brookings　Institution，1930），pp．93－107．

　　PRFAA，一Doc砒me枇8，p．68．

　　James　L．Dietz，五。oηom｛c　H｛s士。rツ。∫P鵬rfo刑。oj加s赫砒一

士｛o兀αエCんαηg召α兀∂Cαが士α旋f刀ωεエ。ρm帥f（Princeton，NewJersey：

Princeton　University　Pエess，1986），pp．89，97，106．

　　C1ark，Por亡〇五士。o，p．104．

　　彼はまた，合州国との比較において人種偏見があまり見られないことに

も言及している。Robert　T．Hi11，C肋αα几d　Por亡。刑。oω助士加

α加r∫3王α兀ds　oゾ前e　We8亡加”es（New　York：？，1898），pp．148－！49，

158－169，Quoted　in　Mora1es　Carrion，P雌r士。〃。o，PP，130－132．

　　U．S．War　Department，Office　Director　Census　of　Porto　Rico，

ηeρor亡。兀士加Cεηsα80∫Por士。刑。o，j899（Washington：G．P．O、，

1900），p．18．

　∫ろ｛d．，p．152．

　　Laird　W，Bergad，“Agrarian　History　of　Purerto　Rico，1870－

1930，”　Zα抗ηληユεr｛cαη五ε8εαrcん五εU｛eω，13－3．1978，pp．65－69．

　∫ろ｛d．，P．69．

　Dietz，亙。o几。m｛c　H｛就。rツ，99－102；Bergad，“Agrarian　History，”

pp．75＿76．

　　Puerto　Rico　R㏄onstruction　Administration（PRRA），Oficina

del　Censo（San　Juan，Puerto　Rico），0ε几so　dεP雌r亡〇五土。〇一935，

λg・1・〃阯・α，Cα〃阯わ3．ハη・α・，ρ・・加αdαdα8・1・此・砒111・。・

ツα加mαエe5εη∫王ηcαs（Roimpresi6n　de1Bo1et’n　de　agricu1tura）

（Washington：G．P－O．，1937），pp．113－114．

　　Arthur　D．Gayer，Paul　T．Homan，Earle　K．James，丁加S砒gαr

疵。兀。mツ。∫P砒erfo用。o（New　York：Co1umbia　University　Pross，

1938），p．103．

　　キンテロ・リベラは，20年代の政治変化と現地資本との関係にっいてさ
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　　　らに詳細に検討している。Ange1G．Quintero　Rivera，Pαfr｛c｛osツ

　　　〃召beツOS一．ら砒rg〃珊，んαC例dαdOS，α市8αη05ツOあrer08，工αS

　　　rε王αc｛o几εs曲。王αsε例ε工P〃rf〇五｛co伽。αmう｛o加s±8Zo（Rio

　　　Piedras，Puerto　Rico：Ediciones　Hurac三n，1988）．

（36）American　Civil　Liberties　Union．”Civil　Liberties　in　American

　　　Co1onies．”（New　York：American　CiviI　Liberties　Union，1939）．

　　　http：／／web．syr．edu／～fjzwick／ai1／civi11ib．htm1In　Jim　Zwick，

　　　ed．，Anti－Imperia！ism　in　the　United　States，1898－1935．http：／／

　　　web．syr．edu／～fjzwick／ai198－35．htm1（August1996）．


